
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
六
号

令
和
八
年

三
月
三
十
一
日

火　曜　日

目

次

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定	

一

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

一

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地　

株
式
会
社
N
T
T
デ
ー
タ　

東
京
都
江
東
区

豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

二　

指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
日　

令
和
八
年
三
月
五
日

三　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
入
さ
せ
る
歳
入　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
経
由
す
る
旅
券
発
給
申
請
に
係
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
納
付
す
る
一
般
旅
券
発
給
手
数
料

四　

指
定
納
付
受
託
者
が
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
種
類

1　

次
に
掲
げ
る
国
際
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

㈠　

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ

㈡　

Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ

㈢　

Ｊ
Ｃ
Ｂ

㈣　

Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ　

Ｅ
Ｘ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

㈤　

Ｄ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ　

Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ

2　

国
際
ブ
ラ
ン
ド
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド

五　

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
期
間　

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

秋　
　

山　
　
　
　
　

洋



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

河
野
み
ひ
ろ
後
援
会
み
ひ
ろ
会

山

本

勇

二

小
田
切
茂
男

甲
斐
市
篠
原
五
五

－
一

令
和
八
年
二
月
十

八
日

令
和
八
年
二
月
十

九
日

女
性
議
員
の
誕
生
を
・
大
月
市

佐

藤

善

子

知

見

時

江

大
月
市
七
保
町
葛
野
一
六
九
五

令
和
八
年
二
月
十

七
日

令
和
八
年
三
月
九

日

竜
政
会

安

倍

健

治

安

倍

理

奈

甲
斐
市
富
竹
新
田
二
一
三

令
和
八
年
三
月
十

日

令
和
八
年
三
月
十

日

谷
口
和
男
後
援
会

谷

口

和

男

谷

口

和

男

甲
斐
市
西
八
幡
一
五
七
〇

－

一
九

令
和
八
年
三
月
十

八
日

令
和
八
年
三
月
十

八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
）

区
分

名　
　

称

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

た
く
し
ん
会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の

政
治
団
体

令
和
七
年
十
二

月
二
十
日

令
和
八
年
三
月

二
日

旧

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

深

沢

芳

次

衆
議
院
議
員

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

参
政
党
山
梨
県
支
部
連
合
会

鈴

木

大

介

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
二

－

三
一

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

井

関

典

孝

甲
斐
市
西
八
幡
二
二
九
五

－

四

新

日
本
商
工
連
盟
甲
府
地
区

野

口

英

一

令
和
七
年
十
一
月

四
日

令
和
八
年
二
月
六

日

旧

進

藤
　

中

新

矢
崎
ゆ
き
を
支
援
す
る
会

加

藤
　

修

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
一
三
八
六

－

一

令
和
八
年
二
月
一

日

令
和
八
年
二
月
六

日

旧

楠
　

賢

治

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
五
四
二

新

日
本
司
法
書
士
政
治
連
盟
山
梨
会

中

込

元

博

令
和
七
年
五
月
二

十
一
日

令
和
八
年
二
月
十

九
日

旧

網

倉

義

新

依
田
な
つ
き
を
応
援
す
る
会
な
つ

の
会

田

中

元

美

令
和
八
年
二
月
十

九
日

令
和
八
年
二
月
十

九
日

旧

由

井

英

子

新

島
村
ま
さ
み
後
援
会
山
雅
会

島

村

雅

美

島

村

雅

美

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

山

下
　

勉

島
村
真
由
美

新

清
水
和
美
を
支
援
す
る
楽
和
会

清

水

和

美

清

水

和

美

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

戸

泉

重

雄

戸

泉

重

直

新

美
徳
後
援
会

都
留
市
朝
日
馬
場
二
二
四

令
和
七
年
十
二
月

一
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

都
留
市
法
能
一
〇
〇
八

新

マ
キ
ノ
雅
敏
と
と
も
に
歩
む
万
力

の
会

槇

野

雅

敏

槇

野

雅

敏

令
和
七
年
十
一
月

一
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

斎

間

昭

仁

佐

藤

靖

彦

新

喜
友
会

渡

辺

孝

夫

令
和
八
年
二
月
二

十
七
日

令
和
八
年
三
月
二

日

旧

刑

部

一

吉

新

山
田
宏
山
梨
県
後
援
会

若

尾

幸

一

令
和
七
年
七
月
一

日

令
和
八
年
三
月
十

二
日

旧

臼

井

士

高

新

山
梨
県
歯
科
医
師
連
盟

若

尾

幸

一

令
和
七
年
七
月
一

日

令
和
八
年
三
月
十

二
日

旧

臼

井

士

高

新

山
梨
県
行
政
書
士
政
治
連
盟

渡

　

淳

永

田

賢

一

令
和
七
年
五
月
二

十
九
日

令
和
八
年
三
月
十

六
日

旧

有

賀

一

雄

丹

澤

正

輝

新

山
梨
県
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚

士
連
盟

佐
々
木
蘭
子

米

山
　

敦

令
和
八
年
三
月
十

三
日

令
和
八
年
三
月
十

七
日

旧

廣
田
真
由
美

佐
々
木
蘭
子



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

三

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

参
政
党
山
梨
県
支
部
連
合
会

鈴

木

大

介

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
二

－

三
一

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

井

関

典

孝

甲
斐
市
西
八
幡
二
二
九
五

－

四

新

日
本
商
工
連
盟
甲
府
地
区

野

口

英

一

令
和
七
年
十
一
月

四
日

令
和
八
年
二
月
六

日

旧

進

藤
　

中

新

矢
崎
ゆ
き
を
支
援
す
る
会

加

藤
　

修

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
一
三
八
六

－

一

令
和
八
年
二
月
一

日

令
和
八
年
二
月
六

日

旧

楠
　

賢

治

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
五
四
二

新

日
本
司
法
書
士
政
治
連
盟
山
梨
会

中

込

元

博

令
和
七
年
五
月
二

十
一
日

令
和
八
年
二
月
十

九
日

旧

網

倉

義

新

依
田
な
つ
き
を
応
援
す
る
会
な
つ

の
会

田

中

元

美

令
和
八
年
二
月
十

九
日

令
和
八
年
二
月
十

九
日

旧

由

井

英

子

新

島
村
ま
さ
み
後
援
会
山
雅
会

島

村

雅

美

島

村

雅

美

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

山

下
　

勉

島
村
真
由
美

新

清
水
和
美
を
支
援
す
る
楽
和
会

清

水

和

美

清

水

和

美

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

戸

泉

重

雄

戸

泉

重

直

新

美
徳
後
援
会

都
留
市
朝
日
馬
場
二
二
四

令
和
七
年
十
二
月

一
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

都
留
市
法
能
一
〇
〇
八

新

マ
キ
ノ
雅
敏
と
と
も
に
歩
む
万
力

の
会

槇

野

雅

敏

槇

野

雅

敏

令
和
七
年
十
一
月

一
日

令
和
八
年
二
月
二

十
六
日

旧

斎

間

昭

仁

佐

藤

靖

彦

新

喜
友
会

渡

辺

孝

夫

令
和
八
年
二
月
二

十
七
日

令
和
八
年
三
月
二

日

旧

刑

部

一

吉

新

山
田
宏
山
梨
県
後
援
会

若

尾

幸

一

令
和
七
年
七
月
一

日

令
和
八
年
三
月
十

二
日

旧

臼

井

士

高

新

山
梨
県
歯
科
医
師
連
盟

若

尾

幸

一

令
和
七
年
七
月
一

日

令
和
八
年
三
月
十

二
日

旧

臼

井

士

高

新

山
梨
県
行
政
書
士
政
治
連
盟

渡

　

淳

永

田

賢

一

令
和
七
年
五
月
二

十
九
日

令
和
八
年
三
月
十

六
日

旧

有

賀

一

雄

丹

澤

正

輝

新

山
梨
県
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚

士
連
盟

佐
々
木
蘭
子

米

山
　

敦

令
和
八
年
三
月
十

三
日

令
和
八
年
三
月
十

七
日

旧

廣
田
真
由
美

佐
々
木
蘭
子

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

泰
和
会

望

月

豊

昭

田

中

一

泰

南
巨
摩
郡
身
延
町
小
田
船
原
一

令
和
七
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
八
年
二
月
十

三
日

藤
本
み
の
る
後
援
会

水

越

勝

美

佐

藤

寛

治

大
月
市
猿
橋
町
小
篠
八
五
三

令
和
七
年
十
二
月

三
十
日

令
和
八
年
二
月
二

十
四
日

比
嘉
奈
津
美
山
梨
県
後
援
会

篠

原

昭

夫

臼

井

士

高

甲
府
市
大
手
一

－

四

－

一

令
和
七
年
九
月
十

八
日

令
和
八
年
三
月
十

二
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

四

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

永

井
　

学

参
議
院
議
員

学
友
倶
楽
部

甲
府
市
宝
二

－
二
七

－

五

永

井
　

学

令
和
八
年
二
月
十

六
日

令
和
八
年
二
月
十

六
日

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

泰
和
会

望

月

豊

昭

田

中

一

泰

南
巨
摩
郡
身
延
町
小
田
船
原
一

令
和
七
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
八
年
二
月
十

三
日

藤
本
み
の
る
後
援
会

水

越

勝

美

佐

藤

寛

治

大
月
市
猿
橋
町
小
篠
八
五
三

令
和
七
年
十
二
月

三
十
日

令
和
八
年
二
月
二

十
四
日

比
嘉
奈
津
美
山
梨
県
後
援
会

篠

原

昭

夫

臼

井

士

高

甲
府
市
大
手
一

－

四

－

一

令
和
七
年
九
月
十

八
日

令
和
八
年
三
月
十

二
日


